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地
域
づ
く
り
協
議
会 

本
格
稼
働
開
始

  

よ
り
良
い
地
域
づ
く
り
を
目

指
し
て
、
12
月
16
日
（
木
）
に

設
立
さ
れ
た
千
秋
町
連
区
地
域

づ
く
り
協
議
会
が
、
来
年
度
に
向

け
て
本
格
稼
働
を
開
始
し
ま
す
。

 
本
年
度
は
、
各
部
会
に
お
い
て

事
業
の
内
容
を
検
討
し
、
役
員
会

各部会で議論する事業一覧 
 

部会 事業の目的 主催する主な事業 

福祉 
高齢者・障害者の福
祉推進 

敬老会、末広大学、見守り
ネットワーク、趣味クラブ

生活
環境 

生活環境の保持と増
進 

公民館（講座、運動会、体
レク事業、文化展）、資源
回収（ごみゼロ含む） 

安全
安心 

地域住民が安全で安
心して暮らせる地域
づくりの推進 

交通安全、防犯、防災 

健全
育成 

児童・青少年の健全
育成の推進 

公民館（家庭学習）、学校
外活動 

地域
振興 

地域の特性をいかし
た地域の発展・活性
化 

公民館（盆踊り）、各町内・
諸団体の行祭事 

広報 
地域の情報収集と活
動を周知すること 

地域づくり協議会だより
等の広報活動 

 

の
承
認
を
得
た
後
、
実
施
団
体
に

対
し
て
助
言
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。 

 

な
お
、
各
部
会
で
は
今
後
の
地

域
づ
く
り
運
営
に
関
す
る
ご
意

見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ご
意
見

の
あ
る
方
は
第
７
号
に
掲
載
の

各
部
長
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。 

 

会
則
は
２
～
３
頁
に
掲
載
。 

町
屋
文
化
展
開
催 

  

１
月
３
日
～
４
日
、
町
屋
公
民

館
に
お
い
て
町
屋
町
内
会
主
催

の
文
化
展
が
開
催
さ
れ
た
。 

 

毎
年
、
力
作
が
展
示
さ
れ
て
お

り
、
今
年
も
地
元
町
内
の
皆
さ
ん

を
始
め
、
南
高
校
か
ら
も
多
数
の

作
品
が
寄
せ
ら
れ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ

ー
に
富
ん
だ
展
示
と
な
っ
て
い

る
。 

 

ま
た
、
お
茶
の
サ
ー
ビ
ス
や
く

じ
引
き
な
ど
も
あ
り
、
来
場
者
を

楽
し
ま
せ
た
。 

 

消
防
団
へ
激
励
行
う 

  

12
月
29
・
30
の
両
日
、
「
消

防
団
年
末
特
別
警
戒
」
に
合
わ

せ
、
市
内
に
結
成
さ
れ
て
い
る

26
分
団
の
各
車
庫
に
お
い
て
、

消
防
団
員
に
対
し
、
一
宮
市
長
、

一
宮
警
察
署
長
か
ら
の
激
励
が

行
わ
れ
た
。 

 

千
秋
北
分
団
と
南
分
団
は
29

日
に
行
わ
れ
、
そ
の
機
会
に
合
わ

せ
て
地
元
市
議
会
議
員
と
町
会

長
か
ら
の
激
励
も
行
わ
れ
た
。 
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千
秋
町
連
区
地
域
づ
く
り 

協
議
会
会
則 

  
 

 

第
１
章 

総
則 

 

（
名
称
） 

第
１
条 

本
会
は
、
千
秋
町
連
区

地
域
づ
く
り
協
議
会
（
以
下

「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
と
称

す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
２
条 

協
議
会
は
、
地
域
で
各

種
共
同
活
動
を
行
い
、
地
域
住

民
の
共
通
の
利
益
の
増
進
、
生

活
環
境
の
保
持
・
改
善
に
努

め
、
文
化
・
福
祉
の
向
上
と
豊

か
で
住
み
や
す
い
地
域
づ
く

り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
活
動
） 

第
３
条 

協
議
会
は
、
前
条
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の

事
業
を
行
う
。 

 
 

 

地
域
の
特
性
を
生
か
し
、

地
域
の
課
題
を
解
決
す
る

た
め
に
行
う
事
業 

 
 

 

地
域
住
民
の
福
祉
に
寄

与
す
る
事
業 

 
 

 

交
通
安
全
、
防
犯
及
び
防

災
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

公
民
館
活
動
及
び
生
涯

学
習
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

児
童
及
び
青
少
年
の
健

全
育
成
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

高
齢
者
及
び
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

環
境
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

そ
の
他
地
域
の
発
展
に

寄
与
す
る
事
業 

 

（
事
務
所
） 

第
４
条 

協
議
会
の
事
務
所
は
、

千
秋
町
出
張
所
内
に
置
く
。 

  
 

 

第
２
章 

組
織 

 

（
組
織
） 

第
５
条 

協
議
会
は
、
別
表
に
定

め
る
団
体
の
役
員
及
び
そ
の

経
験
者
等
で
組
織
す
る
。 

２ 

事
業
所
、
民
間
非
営
利
活
動

組
織
及
び
そ
の
他
任
意
団
体

で
協
議
会
の
趣
旨
に
賛
同
す

る
と
き
は
、
役
員
会
の
承
認
を

得
て
、
前
項
の
構
成
団
体
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
役
員
） 

第
６
条 

協
議
会
に
次
の
役
員

を
置
く
。 

 
 

 

会
長 

 
 

 
 

１
名 

 
 

 

副
会
長 

 
 

若
干
名 

 
 

 

書
記 

 
 

 
 

１
名 

 
 

 

会
計 

 
 

 
 

１
名 

 
 

 

監
事 
 

 
 

 

２
名 

 
 

 

部
会
長 

 
 

 

６
名 

２ 

会
長
は
、
総
会
に
お
い
て
選

任
す
る
。 

３ 

第
１
項
第
２
号
か
ら
第
６

号
に
掲
げ
る
役
員
は
会
長
が

指
名
し
、
総
会
で
選
任
す
る
。 

４ 

監
事
と
そ
の
他
の
役
員
は

相
互
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

５ 

必
要
に
応
じ
、
役
員
会
の
承

認
を
得
て
、
協
議
会
に
相
談
役

又
は
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
役
員
の
職
務
） 

第
７
条 

役
員
の
職
務
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 

会
長
は
、
協
議
会
及
び
役

員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総

括
す
る
。 

 
 

 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐 

し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と

き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と

き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め

指
名
し
た
順
序
に
よ
っ
て
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 
 

 

書
記
は
、
総
会
及
び
役
員

会
の
議
事
を
記
録
す
る
。 

 
 

 

会
計
は
、
協
議
会
の
運
営

及
び
活
動
に
伴
う
経
理
事

務
を
担
当
す
る
。 

 
 

 

監
事
は
、
協
議
会
の
会
計

監
査
の
事
務
を
担
当
す
る
。

 
 

 

部
会
長
は
、
担
当
部
会
の

運
営
に
当
た
る
。 

 

（
役
員
の
任
期
） 

第
８
条 

役
員
の
任
期
は
、
１
年

と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨

げ
な
い
。 

２ 

補
欠
役
員
等
の
任
期
は
、 

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３ 

役
員
は
、
辞
任
し
、
又
は
任

期
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る

ま
で
、
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

 

第
３
章 

会
議 

 

（
会
議
） 

第
９
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
総

会
、
役
員
会
及
び
部
会
と
す

る
。 

 

（
総
会
） 

第
10
条 

総
会
は
、
協
議
会
の

最
高
議
決
機
関
で
あ
っ
て
、
役

員
及
び
そ
の
他
別
に
定
め
る

千
秋
町
連
区
地
域
づ
く
り
協

議
会
部
会
員
名
簿
の
部
会
員

（
以
下
、「
部
会
員
」
と
い
う
。
）

を
持
っ
て
構
成
し
、
毎
年
１

回
、
定
期
総
会
を
開
催
す
る
ほ

か
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場

合
又
は
役
員
の
３
分
の
１
以

上
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
都
度
臨
時
総
会
を
開

催
す
る
。 

２ 

総
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議

し
、
決
定
す
る
。 

 
 

 

協
議
会
の
事
業
計
画
及

び
予
算
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

協
議
会
の
事
業
報
告
及

び
決
算
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 
 

 

協
議
会
の
会
長
、
副
会

長
、
書
記
、
会
計
、
監
事
及

び
部
会
長
を
選
任
す
る
こ 
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と
。 

 
 

 
会
則
の
制
定
及
び
改
廃

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

そ
の
他
協
議
会
に
関
す

る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ

と
。 

 

（
役
員
会
） 

第
11
条 

役
員
会
は
、
常
設
の

議
決
機
関
で
、
役
員
を
も
っ
て

構
成
す
る
。 

２ 

役
員
会
は
、
次
の
事
項
を
審

議
す
る
。 

 
 

 

事
業
計
画
及
び
予
算
を

審
議
し
、
事
業
報
告
及
び
決

算
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

総
会
が
や
む
を
得
な
い

事
情
で
開
催
で
き
な
い
場

合
、
総
会
機
能
を
代
行
す
る

こ
と
。 

 
 

 

そ
の
他
総
会
の
議
決
を

要
し
な
い
会
務
の
執
行
に

関
す
る
事
項
を
議
決
す
る

こ
と
。 

 

（
部
会
） 

第
12
条 

部
会
は
、
福
祉
部
会
、

生
活
環
境
部
会
、
安
全
安
心
部

会
、
健
全
育
成
部
会
、
地
域
振 

興
部
会
、
広
報
部
会
の
６
つ
の

部
会
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
部

会
長
が
召
集
す
る
。 

２ 

部
会
は
、
各
所
管
事
項
の
企

画
及
び
執
行
に
当
た
る
。 

 

（
定
足
数
等
） 

第
13
条 

会
議
は
、
構
成
員
の

過
半
数
の
出
席
に
よ
り
成
立

し
、
会
議
の
議
事
は
、
出
席
者

の
過
半
数
に
よ
っ
て
決
す
る
。

た
だ
し
、
可
否
同
数
の
場
合

は
、
会
議
の
長
が
こ
れ
を
決
す

る
。 

２ 

会
議
に
出
席
で
き
な
い
構

成
員
は
、
他
の
構
成
員
に
そ
の

権
限
の
行
使
を
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
受
任
者
の
特
定
が
な
い

と
き
は
、
会
議
の
長
に
委
任
し

た
も
の
と
み
な
す
。 

  
 

 

第
４
章 

会
計 

 

（
会
計
） 

第
14
条 

協
議
会
の
会
計
年
度

は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。 

２ 

協
議
会
の
経
費
は
、
地
域
づ 

く
り
協
議
会
交
付
金
、
そ
の
他

の
収
入
と
す
る
。 

 

（
帳
簿
の
整
備
） 

第
15
条 

協
議
会
は
、
会
計
に

関
す
る
帳
簿
を
整
備
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

千
秋
町
連
区
の
住
民
が
帳

簿
の
閲
覧
を
請
求
し
た
と
き

は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限

り
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
査
） 

第
16
条 

監
事
は
、
会
計
年
度

終
了
後
に
会
計
及
び
事
務
の

監
査
を
行
い
、
総
会
に
報
告
す

る
。 

  
 

 

第
５
章 

そ
の
他 

 

（
雑
則
） 

第
17
条 
こ
の
会
則
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

は
、
会
長
が
役
員
会
に
諮
り
別

に
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

１ 

こ
の
会
則
は
、
平
成
22
年

12
月
16
日
か
ら
施
行
す
る
。

２ 

協
議
会
の
設
立
総
会
に
お

い
て
選
任
さ
れ
た
役
員
に
つ

い
て
は
、
こ
の
会
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た

役
員
と
み
な
し
、
そ
の
任
期

は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま

で
と
す
る
。 

 

別
表
（
第
５
条
関
係
） 

 

千
秋
町
連
区
町
会
長
会 

一
宮
市
社
会
福
祉
協
議
会
千
秋
支
会

一
宮
市
防
犯
協
会
千
秋
支
部 

千
秋
町
交
通
安
全
会 

千
秋
町
連
区
交
通
協
議
会 

千
秋
町
連
区
資
源
回
収
推
進
協
議
会

千
秋
町
連
区
廃
棄
物
減
量
等
推

進
員
会 

一
宮
市
千
秋
公
民
館 

千
秋
町
連
区
女
性
部 

千
秋
町
連
区
婦
人
消
防
ク
ラ
ブ

連
絡
協
議
会 

千
秋
町
連
区
民
生
児
童
委
員
協
議
会

千
秋
町
連
区
児
童
育
成
協
議
会 

千
秋
町
連
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

一
宮
市
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健

康
づ
く
り
推
進
協
議
会
千
秋
支
部

千
秋
町
連
区
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
推
進
委
員
会 

体
育
指
導
委
員 

千
秋
町
連
区
保
護
司
会 

人
権
擁
護
委
員 

一
宮
市
立
千
秋
小
学
校 

一
宮
市
立
千
秋
南
小
学
校 

一
宮
市
立
千
秋
東
小
学
校 

一
宮
市
立
千
秋
中
学
校 

愛
知
県
立
一
宮
南
高
等
学
校 

愛
知
県
立
一
宮
工
業
高
等
学
校 

愛
知
真
和
学
園
（
大
成
中
学
校
・

大
成
高
等
学
校
） 

千
秋
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ 

千
秋
南
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ 

千
秋
東
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ 

千
秋
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ 

千
秋
中
学
校
区
青
少
年
健
全
育
成
会

一
宮
市
消
防
団
第
３
方
面
隊
千

秋
北
分
団 

一
宮
市
消
防
団
第
３
方
面
隊
千

秋
南
分
団 

千
秋
町
連
区
自
主
防
災
会
連
絡

協
議
会 

千
秋
町
連
区
遺
族
会 

千
秋
町
地
域
学
校
外
活
動
推
進

委
員
会 
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平
成
22
年
12
月
24
日
（
金
）

千
秋
公
民
館
で
「
地
域
と
あ
ゆ
む

学
校
づ
く
り
推
進
事
業
」
の
一
環

と
し
て
、
一
宮
工
業
高
等
学
校
建

築
科
の
生
徒
た
ち
が
、
千
秋
小
学

校
の
親
子
21
組
に
「
組く

み

木き

（
木

製
立
体
パ
ズ
ル
）
作
り
教
室
」
を

行
い
ま
し
た
。 

 

高
校
生
に
と
っ
て
は
使
い
慣

れ
た
ゲ
ン
ノ
ウ
、
ノ
ミ
、
ノ
コ
ギ

リ
な
ど
も
、
小
学
生
の
多
く
は
初

め
て
使
う
道
具
で
あ
っ
た
た
め
、

加
工
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
ま
し

た
。 

 

で
も
、
高
校
生
の
手
を
借
り
た

り
、
親
子
で
力
を
合
わ
せ
て
真
剣

に
慣
れ
な
い
道
具
と
格
闘
し
て

い
る
姿
は
、
大
変
ほ
ほ
笑
ま
し
い

も
の
で
し
た
。 

 

や
す
り
が
け

、
、
、
、
、

の
よ
う
に
体
力

の
い
る
作
業
も
あ
り
、
苦
労
し
ま

し
た
が
、
組
木
が
完
成
す
る
と
子 

  

供
た
ち
は
満
足
そ
う
に
笑
顔
を

浮
か
べ
、
喜
ぶ
姿
を
見
せ
て
く
れ

ま
し
た
。 

 

ま
た
、
組
木
を
完
成
さ
せ
た
子

供
た
ち
は
、
自
分
で
作
っ
た
組
木

を
何
度
も
組
み
な
お
し
て
、
楽
し

そ
う
に
遊
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
は
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ブ

で
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
思
い

出
に
残
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
な
っ

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

地
域
と
あ
ゆ
む
学
校
づ
く
り
推
進
事
業 

「
親
子
木
工
教
室 

組
木
を
つ
く
っ
て
遊
ぼ
う
」 

振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
に
ご
注
意
を

す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
！ 

 

ひ
と
り
で
振
り
込
ま
な
い
！

 
 

必
ず
誰
か
に
相
談
す
る
！

 

振
り
込
め
詐
欺
の
４
つ
の
類
型 

１
．
オ
レ
オ
レ
詐
欺
（
恐
喝
） 

 

電
話
を
利
用
し
て
、
親
族
、
警

察
官
、
弁
護
士
等
を
装
い
、
お
年

寄
り
ら
に
泣
き
つ
い
た
り
、
脅
し

た
り
し
て
、
現
金
を
預
貯
金
口
座

に
振
り
込
ま
せ
る
な
ど
の
方
法

で
だ
ま
し
取
る
詐
欺
（
恐
喝
） 

※
撃
退
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト 

 

「
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た
」
・

「
カ
ー
ド
預
か
り
ま
す
」
と
い
う

電
話
は
詐
欺 

２
．
架
空
請
求
詐
欺
（
恐
喝
） 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
有

料
サ
イ
ト
の
利
用
料
や
情
報
料

等
の
請
求
を
で
っ
ち
上
げ
、
文
書

等
を
送
り
つ
け
る
方
法
で
現
金

を
振
り
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り

だ
ま
し
取
る
詐
欺 

※
撃
退
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト 

 

見
に
覚
え
の
な
い
請
求
は
無

視
し
て
ま
ず
相
談 

 

 

 

 

 

「振り込んで」という

電話があったら、必ず

誰かに相談を！！！ 

３
．
融
資
保
証
金
詐
欺 

 

 

実
際
に
は
融
資
し
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
融
資
す
る
旨
の
文
書

等
を
送
付
す
る
な
ど
し
て
、
融
資

を
申
し
込
ん
で
き
た
者
に
対
し
、

保
証
金
等
を
名
目
に
現
金
を
預

貯
金
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
な

ど
の
方
法
に
よ
り
だ
ま
し
取
る

詐
欺
。 

※
撃
退
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト 

 

「
お
金
を
借
り
る
の
に
先
に
保

証
金
を
払
え
」
は
詐
欺 

４
．
還
付
金
等
詐
欺 

 

 

税
務
署
や
社
会
保
険
事
務
所

等
を
か
た
り
、
税
金
の
還
付
な
ど

に
必
要
な
手
続
き
を
装
っ
て
被

害
者
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
、
口

座
間
の
送
金
に
よ
り
現
金
を
だ

ま
し
取
る
詐
欺 

※
撃
退
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト 

 

「
お
金
を
返
す
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
に

行
け
」
は
詐
欺 

千秋町連区における街頭犯罪等（重点罪種）発生状況 

区分 侵入盗 
ひった 
くり 

自動車 
盗 

オート 
バイ盗 

自転車
盗 

22 年中 48 0 6 2 23

21 年中 72 0 10 2 20
      

区分 
部品 

ねらい 
車上 

ねらい 
自販機 
ねらい 

強盗 恐喝 

22 年中 16 20 9 2 0

21 年中 23 31 20 3 1 

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に 

① 

口
座
番
号
や
暗
証
番
号
は

他
人
に
教
え
な
い
。 

② 

見
に
覚
え
の
な
い
請
求
や

根
拠
の
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
請

求
は
無
視
す
る
。 

③ 

振
込
み
を
依
頼
す
る
電
話

は
、
ま
ず
詐
欺
を
疑
い
、
振
り

込
む
前
に
は
必
ず
事
実
確
認

す
る
か
、
誰
か
に
相
談
す
る
。

④ 

不
審
な
電
話
を
受
け
た
場

合
は
、
最
寄
り

の
警
察
署
又

は
110
番
に
通

報
！

 


